
 

（別添１） 
 
 

原子力規制委員会が、電気事業者等に対する原子力安全規制等に関する決 
定を行うに当たり、参考として、外部有識者から意見を聴くにあたっての 

透明性・中立性の確保に関する自己申告書 
 
 
 

申告日：2025年 10月 1日 

原子力規制委員会 殿 

（所属及び役職） 芝浦工業大学 工学部 教授 
 

 
（氏 名）             新井 剛 

 
 
 

「原子力規制委員会が、電気事業者等に対する原子力安全規制等に関する 

決定を行うに当たり、参考として、外部有識者から意見を聴くにあたっての 

透明性・中立性を確保するための要件等について」に基づく自己申告について 
 
 
 

□（Ａ） 私の原子力分野における活動は、「原子力規制委員会が、電気事業者等に 

対する原子力安全規制等に関する決定を行うに当たり、参考として、外部有 

識者から意見を聴くにあたっての透明性・中立性を確保するための要件等に 

ついて」の３．①から③のいずれにも該当しない活動であることを申告しま 

す。 
 

 
■（Ｂ） 私の原子力分野における活動には、「原子力規制委員会が、電気事業者等

に対する原子力安全規制等に関する決定を行うに当たり、参考として、外部

有識者から意見を聴くにあたっての透明性・中立性を確保するための要件等

について」の３．①から③のいずれかに該当する、又は該当する可能性のあ

る活動があることを申告します。 
 
 
 
（備考） 

１ 上記のいずれか該当する□にチェックしてください。 

２（Ｂ）に該当する場合には、様式１に従って該当する項目にその内容をご記入の上、 

提出ください。 

３ 申告日時点で（Ｂ）に該当しない場合でも、本自己申告日以降に（Ｂ）に該当する 

活動を行った場合には、その時点で改めて本自己申告書及び様式１をご記入の上、提 

出ください。 
４ 任命後、様式１に記載された情報は公開の対象とします。電気事業者等との契約 

等により、非公開とされている情報が含まれる場合には、あらかじめその事項につ 

いて申告をお願いします。 
５ 氏名欄は、タイプによる印字等で記名してください（署名・押印は必要ありませ 

ん。）。 



 

（様式１） 

申告日： 2025年 10月 1日 

電気事業者等に関係する活動概要等 
 
 
 
① 任命前直近３年間における電気事業者等の役員、従業者等の経歴の有無について 

 

該当の有無 電気事業者等の名称 現在の状況 電気事業者等での地位 
□有 

■無 

 □現在従事 

□過去（３年度間）に従事 

（ 年 ～ 年） 

□役員 

□従業者 

□その他（ ） 

 

② 任命前直近３年間における同一の電気事業者等からの、個人として、１年度あたり５０万円以上の報 

酬等の受領の有無について 
該当の有無 電気事業者等の名称 提供年度 
□有 

■無 

  年度 

 

③－１ 任命前直近３年間における個人の研究及び所属する研究室等に対する電気事業者等からの寄附 

の有無について 
該当の有無 電気事業者等の名称 提供年度 研究テーマ名 使途 金額 

□有 

■無 

  年度    

※申告者以外の研究室等所属者個人の研究充ての奨学寄付金は対象外です。 

 
③－２  任命前直近３年間における個人の研究及び所属する研究室等に対する電気事業者等からの委 

託・請負事業、共同研究の有無について 
該当の有無 電気事業者等の名称 実施年度 契約形態 研究テーマ名 使途 金額 

■有 

□無 
中部電力 2024 年度 □委託・請負 

■共同研究 

多段式 MRCFF を利

用した HIPARR 

tech による 1 次冷

却水(BWR)の効率的

な水質管理 

実験用消耗

品費等 
750,000 

■有 

□無 
中部電力 2025 年度 □委託・請負 

■共同研究 

多段式 MRCFF を利

用した HIPARR 

tech による 1 次冷

却水(BWR)の効率的

な水質管理 

実験用消耗

品費等 
750,000 

※国の研究の一部として行われる研究事業は対象外です。 

 
（様式内に収まらない場合には、別葉に御記載願います。） 

  



 

（別添３） 
 
 

原子力規制委員会が、原災法対象事業者等に対する原子力安全規制等に 

関する決定を行うに当たり、参考として、外部有識者から意見を聴くにあたっての
透明性・中立性の確保に関する自己申告書 

 
 
 

申告日：2025年 10月 1日 

原子力規制委員会 殿 

（所属及び役職） 芝浦工業大学 工学部 教授 
 

 
（氏 名）             新井 剛 

 
 
 

「原子力規制委員会が、電気事業者等に対する原子力安全規制等に関する 

決定を行うに当たり、参考として、外部有識者から意見を聴くにあたっての 

透明性・中立性を確保するための要件等について」に基づく自己申告について 
 
 
 

□（Ａ） 私の原子力分野における活動は、「原子力規制委員会が、電気事業者等に 

対する原子力安全規制等に関する決定を行うに当たり、参考として、外部有 

識者から意見を聴くにあたっての透明性・中立性を確保するための要件等に 

ついて」の３．①から③のいずれにも該当しない活動であることを申告しま 

す。 
 

 
■（Ｂ） 私の原子力分野における活動には、「原子力規制委員会が、電気事業者等 

に対する原子力安全規制等に関する決定を行うに当たり、参考として、外部 

有識者から意見を聴くにあたっての透明性・中立性を確保するための要件等 

について」の３．①から③のいずれかに該当する、又は該当する可能性のあ 

る活動があることを申告します。 
 
 
 
（備考） 

１ 上記のいずれか該当する□にチェックしてください。 

２（Ｂ）に該当する場合には、様式３に従って該当する項目にその内容をご記入の上、 

提出ください。 

３ 申告日時点で（Ｂ）に該当しない場合でも、本自己申告日以降に（Ｂ）に該当する 

活動を行った場合には、その時点で改めて本自己申告書及び様式３をご記入の上、提 

出ください。 
４ 任命後、様式３に記載された情報は公開の対象とします。原災法対象事業者等と 

の契約等により、非公開とされている情報が含まれる場合には、あらかじめその事 

項について申告をお願いします。 
５ 氏名欄は、タイプによる印字等で記名してください（署名・押印は必要ありませ 

ん。）。 



 

（様式３） 

申告日： 2025年 10月 1日 

原災法対象事業者等に関係する活動概要等 
 
 
 
① 任命前直近３年間における原災法対象事業者等＊の役員、従業者等の経歴の有無について 

 

該当の有無 原災法対象事業者等 
の名称 

 

現在の状況 原災法対象事業者等での 
地位 

□有 

■無 

 □現在従事 

□過去（３年度間）に従事 

（ 年 ～ 年） 

□役員 

□従業者 

□その他（ ） 

 

② 任命前直近３年間における同一の原災法対象事業者等＊からの、個人として、１年度あたり５０万円  

以上の報酬等の受領の有無について 
該当の有無 原災法対象事業者等 

の名称 
提供年度 

□有 

■無 

  年度 

 

③－１ 任命前直近３年間における個人の研究及び所属する研究室等に対する原災法対象事業者＊等か  
らの寄附の有無について 
該当の有無 原災法対象事業者等 

の名称 
提供年度 研究テーマ名 使途 金額 

□有 

■無 

  年度    

※申告者以外の研究室等所属者個人の研究充ての奨学寄付金は対象外です。 

 
③－２ 任命前直近３年間における個人の研究及び所属する研究室等に対する原災法対象事業者等＊か  

らの委託・請負事業、共同研究の有無について 
該当の有無 原災法対象事業者等 

の名称 
実施年度 契約形態 研究テーマ名 使途 金額 

■有 

□無 

日本原子力研究開発機構  2023 年度 □委託・請負 

■共同研究 

抽出クロマトグラ

フィによる MA 回収

フローシート構築

のための基礎研究 

実験用消耗

品費等 

6,000,000 

■有 

□無 

日本原子力研究開発機構  2024 年度 □委託・請負 

■共同研究 

抽出クロマトグラ

フィによる MA 回収

フローシート構築

のための基礎研究 

実験用消耗

品費等 

6,000,000 

■有 

□無 

日本原子力研究開発機構  2024 年度 □委託・請負 

■共同研究 

低放射性廃液の分

析技術に関する基

礎研究 

実験用消耗

品費等 

600,000 

■有 

□無 

日本原子力研究開発機構  2024 年度 □委託・請負 

■共同研究 

チタン酸吸着材の

性能評価に関する

基礎研究 

実験用消耗

品費等 

500,000 

■有 

□無 

日本原子力研究開発機構  2025 年度 □委託・請負 

■共同研究 

固定層による MA 分

離プロセス最適化

検討 

実験用消耗

品費等 

6,500,000 



 

■有 

□無 

日本原子力研究開発機構  2025 年度 □委託・請負 

■共同研究 

吸着材 Alfacage の

耐久性評価 

実験用消耗

品費等 

990,000 

※国の研究の一部として行われる研究事業は対象外です。 

 
＊当該原災法対象事業者等が電気事業者等の子会社である場合、当該電気事業者等との関係も御記載願  

います。 
 
（様式内に収まらない場合には、別葉に御記載願います。） 

 


